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１ 計画の位置づけ、振り返り

１ 位置づけ
交通安全対策基本法第２６条に規定する「市交通安全計画」

２ 計画期間
令和８年度から令和１２年度までの５年間

３ 第１１次計画の目標と達成状況
【目標】年間の重傷者数を「６０人以下」にする。

※年間死者数は指標とせず、常にゼロを目指す。
【達成状況】令和７年実績８６人
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第11次
計画目標

R3 R4 R5 R6 R7

年間の交通事故重傷者数（人） 60 71 77 103 87 86

（参考）交通事故件数（件） － 656 605 626 640 618
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大津市交通安全計画の位置づけ

交通安全対策基本法（昭和４５年法律第１１０号）
交通安全計画の策定その他国及び地方公共団体の施策の基本を定めることにより、交通安全対策の総合的かつ計画的な推進を図り、

公共の福祉の増進に寄与

中央
交通安全対策会議
(内閣府に設置)

滋賀県
交通安全対策会議

推 進 体 制

＜国＞交通安全基本計画【法第２２条】（５年毎）
※令和８年３月に策定

＜都道府県＞都道府県交通安全計画【法第２５条】
（５年毎）

※令和８年８月頃に策定予定

上 位 計 画

国

滋
賀
県

大津市
交通安全対策会議

会長：市長
委員：国、県関係で

市長が委嘱する者、
教育長、消防局長、
関係部長

参考 第1次計画 S46～S50 第7次計画 H13～H17
第2次計画 S51～S55 第8次計画 H18～H22
第3次計画 S56～S60 第9次計画 H23～H27
第4次計画 S61～H 2   第10次計画  H28～R2
第5次計画 H 3～H 7  第11次計画   R3～R7
第6次計画 H 8～H12 第12次計画   R8～R12 

 ※令和８年度策定予定

・陸上交通の安全に関する総合的長期的施策の大綱

大
津
市

大津市交通安全計画【法第２６条】（５年毎）

交通安全都市宣言 （昭和４０年）
・交通事故撲滅に万全を期し、本市を「交通安

全都市」とすることを宣言

交通安全教育都市宣言 （昭和６２年）
・市民の交通モラルの高揚と交通安全教育の推

進を図るため、各種交通安全啓発事業を実施

大津市総合計画２０１７（H２９～R１０）
第２期実行計画（R３～R６）
第３期実行計画（R７～R１１）

施策２１安心して暮らせるまちづくりの推進

本 市 の 関 連 計 画 等

大津市交通安全条例 (令和４年４月施行）

大津市違法駐車等の防止に関する条例
(平成６年）

大津市自転車等の放置防止に関する条例
(平成１１年）

本 市 の 関 連 条 例

大津市交通安全基金条例 (令和３年１２月施行）
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２ 大津市交通安全条例の概要

１ 目的（第１条）

－市、市民等、事業者等の責務や役割の明確化
－交通安全の確保に関する施策の基本を定め

交通安全施策を総合的かつ計画的に推進
－交通事故のない安全で安心な地域社会の実現

２ 基本的な施策（第７条～第１４条）

①道路交通環境の整備等
②広報及び啓発
③子どもの事故の防止
④高齢者の事故の防止
⑤自転車による事故の防止
⑥交通安全施策の充実に係る情報収集等
⑦交通安全の確保に関わる人材の育成等
⑧交通事故被害者等に対する支援
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３ 推進体制（第１５条）

－交通安全対策会議

４ その他（第１６条～第１８条）

－安全点検期間
－表彰
－財政上の措置

・市民等の生命、身体の保護
 ・交通安全要配慮者の安全
 ・市、市民等、事業者、関係機関との相互連携・協力

基本理念
（第３条）
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３ 第１２次大津市交通安全計画の
策定にかかる方向性について
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３－⑴ 基本理念（案）

第１２次滋賀県交通安全計画（素案）の基本理念である「交通事故の

ない安全・安心な滋賀を目指して」も踏まえ、前回本市交通安全計画を

引継ぎ「交通事故のない大津を目指して」を基本理念とする。

交通事故は、被害者やその遺族のみならず、加害者の人生にも重大な
影響を与え、社会的、経済的にも大きな損失をもたらすことから、

① 人優先の交通安全思想を基本とする

② 究極的には交通事故のない社会を実現する

悲惨な死亡事故をなくすため、年間死者数は指標とせず、常にゼロを
目指す。
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① 人口
(R8.1.1時点)

％
人口割合で

試算

滋賀県 1,395,819 100.0 270

大津市 343,316 24.6 66.4

③ 交通事故件数
（R7）

％
件数割合で

試算

滋賀県 2,782 100.0 270

大津市 618 22.2 60.0

② 重傷者数
（R7）

％
人数割合で

試算

滋賀県 327 100.0 270

大津市 86 26.3 71.0

 ３－⑵ 指標の設定（案）
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【指標設定について】

交通事故に関連する数値を活用し、滋賀県全体に
対する大津市の割合と、滋賀県が第１２次交通安全
計画において設定する指標を基に算定する。

【滋賀県全体に対する大津市の割合】

①人口 ：２４.６％ → ６６.４人
②交通事故重傷者数：２６.３％ → ７１.０人
③交通事故件数 ：２２.２％ → ６０.０人

指標：年間重傷者数 ６０人以下（滋賀県 ２７０人以下）
命に危険があったり、後遺障害が
残る可能性がある重傷者数とする。

上記割合により算定した人数及び前計画時の指標を考慮し、
第１２次計画目標の指標を年間重傷者数６０人以下と設定。
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 ３－⑶ 滋賀県と協調していく事項（案）
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第１２次滋賀県交通安全計画
交通安全対策において重視すべき視点

第１２次大津市交通安全計画
安全対策において重視すべき視点（案）

高齢者を交通事故から守るとともに交通事故を起こさないための
総合的な対策 〇

第１１次計画の振り返りに基づき
年代別において重視すべき対象

子どもの安全確保のための環境整備 〇 〃

歩行者の安全確保のための意識変容 〇
第１１次計画の振り返りに基づき

交通手段別において重視すべき対象

自転車の安全確保のための法令遵守と通行環境の整備 〇 〃

特定小型原動機付自転車をはじめとする小型モビリティの
法令遵守の徹底と安全対策の推進

施策レベルでの啓発・広報により対応

生活に密着した身近な道路および交差点における安全確保 〇
第１１次計画の振り返りに基づき

道路形状別に重視すべき対象

外国人の交通安全対策の推進 施策レベルでの啓発・広報により対応

先進技術の活用推進 〇
自動車の先進技術が事故件数減少の

一つの要因となっているため

交通実態等を踏まえたきめ細かな対策の推進 〇 交通実態等を踏まえた対策が必要なため

地域が一体となった交通安全対策の推進 〇
交通安全対策推進のためには地域の協力が

不可欠であるため
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 ３－⑷ 本市独自に加えていく事項（案）

１ 「歩きスマホ」の禁止 （第５条第２項）

チラシ配布や、動画作成、ポスター掲示等の多様な取組を行った前後
でも減少が見られないことから、より一層の取組が必要であるため

２ 見通しの確保の推進（第７条第３項）

市内で実際に交差点事故が多く発生しており、今後も道路の見通しの
確保が交通安全対策の推進につながるため

３ 子どもの自転車安全教育の推進（第９条及び１１条）

自転車は幼児･児童も容易に利用できる交通手段であるが、運転に
必要な技能、知識等を身に付けるための教育の機会が法的に義務付け
られていないため
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大津市交通安全条例に基づく本市独自の視点
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４ 第１２次大津市交通安全計画の
策定スケジュール（案）

令和８年度

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 1月 ２月 ３月

・
第
12

次
計
画
策
定
の
作
成
準
備

・
基
礎
デ
ー
タ
の
整
理
及
び
情
報
収
集

・
第
11

次
計
画
の
振
り
返
り

つ
い
て
意
見
聴
取
）

・
市
議
会
常
任
委
員
会
（
第
11

次
計
画
の
振
り
返
り
、
第
12

次
計
画
策
定
に

第
12

次
計
画
策
定
に
つ
い
て
意
見
聴
取
）

・
第
１
回
交
通
安
全
対
策
会
議
委
員
会
（
第
11

次
計
画
の
振
り
返
り
、

意
見
聴
取
・
取
り
ま
と
め
）

・
第
１
回
交
通
安
全
対
策
会
議
幹
事
会
（
第
12

次
計
画
骨
子(

案)

に
つ
い
て

・
第
２
回
交
通
安
全
対
策
会
議
委
員
会
（
第
12

次
計
画
骨
子(

案)

の
策
定
）

・
市
議
会
常
任
委
員
会
（
第
12

次
計
画
骨
子(

案)

に
つ
い
て
）

取
り
ま
と
め
）

・
第
２
回
交
通
安
全
対
策
会
議
幹
事
会
（
第
12

次
計
画
原
案
の
意
見
聴
取
・

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
実
施
に
つ
い
て
）

・
第
３
回
交
通
安
全
対
策
会
議
委
員
会
（
第
12

次
計
画
原
案
の
策
定
・

・
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト(

案)

作
成

・
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
実
施

実
施
に
つ
い
て
）

・
市
議
会
常
任
委
員
会
（
第
12

次
計
画
原
案
・
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の

・
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
結
果
公
表

・
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
意
見
を
踏
ま
え
、
最
終
案
を
策
定

・
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
取
り
ま
と
め

（
最
終
案
の
意
見
聴
取
）

・
第
４
回
交
通
安
全
対
策
会
議
委
員
会
【
書
面
開
催
】

・
第
12

次
計
画
の
策
定

振り返り・現状分析
計画原案の策定

パブコメの準備・実施

最終案の策定

骨子（案）の策定
計画の策定
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